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　 都市計画課都市計画住宅係 ☎72‐5246問

胡桃館団地･･･綴子字胡桃館２★
簡易耐火２階６戸建３ＬＤＫ 月額16,200円～37,200円
林岱団地･･･八幡岱新田字林岱89‐1★
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額9,200円～18,200円
松ケ丘団地･･･川井字松石殿1‐254★

▽木造平屋１戸建３ＤＫ 月額13,100円～22,000円

▽木造平屋１戸建３ＬＤＫ 月額16,800円～38,600円
田の沢団地・・・川井字五郎左ェ門田の沢１★
木造２階６戸建２ＬＤＫ 
月額19,100円～44,000円（共益費400円）
諏訪岱団地･･･米内沢字諏訪岱33‐1★
木造２階１戸建３ＬＤＫ 月額50,000円～70,000円
御嶽団地･･･本城字上悪戸31‐1★
木造平屋２戸建２ＬＤＫ 月額18,900円～43,400円
上岱団地･･･阿仁水無字上岱64‐2★
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額14,900円～34,300円
畑町団地･･･阿仁水無字畑町東裏147（共益費200円）

▽木造平長屋４戸建２ＬＤＫ 月額23,900円～54,900円★

▽木造平長屋５戸建１ＬＤＫ 月額19,100円～43,900円
三両団地･･阿仁銀山字下新町51‐4★
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額11,100円～22,400円
比立内団地･･･阿仁比立内字狐台13‐1★
木造平屋１戸建３ＤＫ 月額10,000円～20,500円
サンコーポラスなかたい住宅･･･鷹巣字東中岱51‐1
鉄筋コンクリート造５階建３ＤＫ 月額40,800円（共益費800円）
陣場岱第２住宅･･･阿仁前田字陣場岱2‐４ 
木造平屋２戸建１ＬＤＫ 月額10,800円～24,800円
※★印の住宅は単身入居できません
　各住宅の設備等については、市のホームページ
をご覧になるか、お問い合わせください。

【入居資格】収入基準を満たすこと／住宅に困窮してい
ることが明らかなこと／市税等を滞納していないこと

【敷金】　家賃の３か月分（退去時までの預り金）
【募集期間】　第１回　２月１日（木）～７日（水）
　　　　　　第２回　２月９日（金）～16日（金）
【申込み先】　都市計画課（森吉）／生活課（鷹巣）／
　合川総合窓口センター／阿仁総合窓口センター
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市営住宅
 入居者募集
市営住宅
 入居者募集

※募集期間中は住宅案内を行っています。
希望日の前日までに電話等で申し込みください。

問

平成30年度平成30年度 小規模修繕等契約希望者登録制度小規模修繕等契約希望者登録制度
　この制度は、市の建設業者等格付名簿に登録され
ることが困難な小規模修繕業者を登録し、受注機会
を拡大するための制度です。
　なお、登録になった場合でも確実に契約すること
ができることを約束するものではありませんので、
あらかじめご了承ください。

（中間年）（中間年）

　 ２月19日（月）～３月16日（金）
　　申請書類等は、市のホームページに掲載して
います。 ※ダウンロードができない方には、直
接配布します。

　受付期間　受付期間 ※土日を除く※土日を除く

▽対象となる修繕の種類等　①土木一式／②建築
一式／③大工／④左官／⑤ガラス／⑥アルミ建
材／⑦畳／⑧建具／⑨内装、装飾／⑩塗装／⑪
板金／⑫電気／⑬管（給排水衛生設備）／⑭水道
施設／⑮その他

▽登録できる方　北秋田市内に主たる事業所を有
する方　※建設業の許可の有無、経営規模、従
業員数等は問いません

▽有効期限　平成30年４月１日から１年間

◎次の項目に該当する方は、登録できません。
①成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者
で復権を得ていない方／②北秋田市建設業者等級
格付名簿に登載されている方／③履行するために
必要な資格、免許等を有しない方／④自らが履行
できない方／⑤暴力団員又は暴力団若しくは暴力
団員と密接な関係を有すると認められる方／⑥公
共発注の相手方として不適当と認められる方／⑦
市税を滞納している方

　小規模修繕等…１件の金額が50万円未満で、内容が軽易かつ履行の確保が容易な修繕

　　 財政課財政係 ☎62‐6607申問 〈ホームページ〉http://www.city.kitaakita.akita.jp/sangyou/nyuusatsu_keiyaku/
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【加入要件】　平成30年４月１日現在で、北秋田
市に住民登録をしていること

【共済期間】　平成30年４月１日※～平成31年３月31日
　　　　　※途中加入の場合は加入日の翌日から
【受付開始日】　平成30年２月１日～
【受付窓口】　市役所生活課、各総合窓口センター、
各出張所／秋田銀行／北都銀行／郵便局／あき
た北央農業協同組合
※市内の小学１年生は１年間に限り、交通災害共
済に掛金無料・申込無しで自動加入されます。

※詳細については、広報きたあきた２月号と一緒
に配布しているパンフレットをご覧ください。

　自治会、企業、市民団体、児童クラブなどの団
体単位での加入も受付しています。
　なお、団体加入の場合は、北秋田市に住民登録
されていない方も加入が可能です。

団体加入受付中団体加入受付中

「交通災害共済」「交通災害共済」「交通災害共済」「不慮の災害共済」「不慮の災害共済」「不慮の災害共済」
平成30年度平成30年度

に加入しましょうに加入しましょう

入院（１日につき）・・2000円
通院（１日につき）・・ 800円
死亡・・・・・・・・ 100万円
後遺障害・・・ 50万～100万円

交通災害共済

共済金内容

※入院・通院の共済金は、最低保障額１万5000円～
最高20万円。通院１日でも請求できます。

年間掛金 ３００円（１人）

入院（１日につき）・・1100円
通院・・・・・・・対象外です
死亡・・・・・・・・ 60万円
後遺障害・・・・30万～60万円

不慮の災害共済 年間掛金 ７００円（１人）

共済金内容

※入院の共済金は、最低保障額１万5000円～最高
20万円。入院１日でも請求できます。

　　生活課地域推進係　☎62‐6628問
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